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特定健診受診率の推移

国民健康保険 特集号
体の声を
聴いてみよ

う!

の受診を！

【国民健康保険　特集号目次】
　◆国保に入るとき、やめるときなど・・・２ページ上段　◆国保で受けられる給付・・・２ページ下段
　◆医療費が高額になったとき・・・・・・３ページ　　　◆保険税の納め方など・・・・４ページ

　慢性腎不全・高血圧・糖尿病などの生活習慣病は自覚症状が出にくい怖い病気ですが、予防が可能です。
　日々の健康のためには、食生活や運動と同時に、特定健診を受けて、健康状態を知り、症状が出る前に生活習慣の改善や治療を開始することが大切です。

特定健診を受けるといいこと
　①病気を早期に発見できる！
　②受診をきっかけに、かかりつけ医が持てる！
　③病気の早期発見で医療費が少なくなる！
    　～国民健康保険制度の運営にはみなさんの健康が大切です～

１．特定健診を受けて、生活習慣病を予防しよう！

健康まもるくん©

１.食生活

２.運動

明日のあなたを
作るのは、

今日のあなた。

受診して
健康でいることが
医療費の削減に
つながるネ

３.特定健診

２．知って欲しい草加市の現状
　生活習慣病の一つである慢性腎不全など、医療費が高額な疾病による医療費の増加も国保の大きな課題です。草加市の特定健診受診率は県内平均よ
り低く、特に40～50歳代の受診者がとても少ない状況です。
　気がついた時には病状が悪化していることもあります。からだの状況を知るきっかけとして、若いうちから継続的に特定健診を受診し、安心して健康な生
活を送りましょう ！

　平成29年６月１日（木）～12月15日（金）です。

今年の受診期間はいつ？
　1200円で受診できます。
　通常の健康診断は1万円程度のためお得です。

費用は掛かるの？

　生活習慣病の重症化予防のための健康診断で、いわゆるメタボ健診で
す。
　血液検査や尿検査から健康状態をチェックします。
　１年に１回受診できます。

特定健診ってなに？
　対象者は草加市国民健康保険（以下、国保）に加入している40歳以上75
歳未満の人です。
　対象者には５月下旬に受診券等が届きます。
　受診券・問診票・保険証を医療機関へ持参して受診できます（事前に予
約が必要な医療機関もあります）。

受けたいときはどうするの？

40歳を
すぎたら

joho
ノート注釈



　以下の要件をすべて満たす被保険者に対して、
人間ドック・脳ドックのいずれかの検査料を1年度
に１回助成します。金額は消費税抜き検査料の７
割（１００円未満切り捨て、上限２万円）です。なお、
受診日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

助成要件
・受診日現在で草加市国保に１年以上継続して加入している満３５歳以上の人
・申請日現在で保険税を完納している世帯の人

国民健康保険特集号　平成29年5月5日号……32……平成29年5月5日号　国民健康保険特集号

同じ月内の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えて支払った分が高額療養費として支給されます。
該当した世帯には、診療月の約３か月後に支給勧奨通知を送付します。

問い合わせ先　保険年金課保険給付係 ☎922・1593　FAX922・3178申請に必要なもの

　下表のような場合は申請し、審査で決定すれば自己負担分などを除いた
額が払い戻されます。なお、支払った日の翌日から２年を過ぎると支給さ
れません。

いったん全額自己負担したとき（療養費の支給）

出産したとき（出産育児一時金の支給）

申請に必要なもの
主な例

診療内容
の明細書

医師の診断書
（同意書）

出入国日が確認できる
もの（パスポート等）

急病などでやむを得ず保険証を持た
ずに治療を受けたとき

コルセットなどの治療用装具を購入
したとき
自費で柔道整復師・はりきゅう・
マッサージの施術を受けたとき

国外で診療を受けたとき（治療目的
の渡航を除く）※外国語のものは日本語訳も添付

交通事故にあったとき
　交通事故など、第三者（加害者）の行為でけがをした場合でも、届け出
をすれば国保が使えます（ただし、仕事中や通勤途中を除く）。なお、届
け出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保
が使えなくなります。国保を使う場合は、必ず事前に相談してください。

・保険証　・世帯主の預貯金通帳
・領収書（または出産費用明細書等）
・直接支払制度利用確認書（国内出産の場合）

申請に必要なもの
・保険証
・喪主の預貯金通帳
・葬儀の領収書等（亡くなった人と喪主が別世帯の場合のみ）

申請に必要なもの

人間ドック・脳ドックを受診したとき

・保険証　・世帯主の預貯金通帳　・人間（脳）
ドックと検査した人の氏名が記載された領収書

申請に必要な
もの（共通）

・保険証・領収証・世帯主の印かん・世帯主の預貯金通帳
・個人番号のわかるもの（通知カード・個人番号カード等）
・本人確認書類（運転免許証・パスポート等）

　被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人（喪主）に葬祭費５万円が
支給されます。なお、葬儀をした日の翌日から２年を過ぎると支給されま
せん。

●７０歳未満の人の場合
①各医療機関ごとに別計算
②同じ医療機関でも、外来と入院は別計算
③２万１０００円以上支払った医療機関が複数ある場合は合算

　医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で医療を受ける
ことができます。

　市役所保険年金課、またはサービスセンターで手続きが必要です。
　本人確認書類（運転免許証・パスポート等）と、個人番号のわかるもの（通
知カード・個人番号カード等）を用意のうえ、次の表で該当するものと併せ
て届け出をしてください。

　国保は世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付など
を行います。保険証は、世帯の一人ひとりに対して交付されます。

国保の加入は世帯ごとです

　届け出が出されるまでは国保に入っているとみなされ、職場の健康保険
の保険料と二重に納めてしまうこともあります。

やめる届け出が遅れると…

自己負担限度額（月額）　※歴月（月の１日～末日）ごとの計算

　保険税は、届け出をした月からではなく、国保に入らなければならない
月から課税されます。届け出が遅れると、その時点までさかのぼって納め
ることになります。

入る届け出が遅れると…

　保険証（７０歳以上７５歳未満の人は「保険証兼高齢受給者証」）は、毎年
8月1日に更新されます。そのため、新しい保険証（保険証兼高齢受給者
証）を、7月下旬に郵送します。

保険証・高齢受給者証の更新

　７０歳なると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。７０歳以
上７５歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「保
険証兼高齢受給者証」を郵送します。毎年８月に前年中の所得などに応じ
て、自己負担割合を見直します。
※草加市では、保険証と高齢受給者証は一体化しています（平成26年8月
より実施）。

70歳以上75歳未満の人

国保に入るとき・やめるとき お医者さんにかかるとき

こんなとき

国
保
に
入
る
と
き

国
保
を
や
め
る
と
き

届け出に必要なもの
他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめた証明書

被扶養者でなくなった証明書

保険証、出生を証明するもの

保護廃止決定通知書

在留カード、パスポート

保険証

保険証、死亡を証明するもの

保険証、保護開始決定通知書

その他、こんなときは届け出が必要です。
　（例）・住所や氏名が変わったとき

　・保険証を失くしたり、汚れて使えなくなったとき

義務教育
就学前まで

義務教育就学後
70歳未満

70歳以上
75歳未満

2割

3割

2割

3割現役並みの所得者は

ア

イ

ウ

エ

オ

所得区分 ３回目まで ※４回目以降

14万 100円

9万3000円

4万4400円

4万4400円

2万4600円

25万2600円＋
（医療費の総額－84万2000円）×1％

16万7400円＋
（医療費の総額－55万8000円）×1％

　8万 100円＋
（医療費の総額－26万7000円）×1％

5万7600円

3万5400円

基準総所得額
901万円超または未申告者

基準総所得額
600万円超～901万円以下

基準総所得額
210万円超～600万円以下

基準総所得額210万円以下

市県民税均等割非課税世帯

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

現役並み
所 得 者

8万 100円＋
（医療費の総額－26万7000円）×1％
※1　4回目以降　4万4400円

所得区分

4万4400円

（１）高額療養費支給勧奨通知に同封する申請書を提出。
　該当した世帯には、診療月の約３か月後に支給勧奨通知を郵送
しますので、申請書を郵送または窓口に提出してください。
　申請した月の翌月末に支給されます。

（２）高額療養費事前申請書と領収書を提出。
　事前申請には、医療機関に支払った領収書、世帯主の預貯金通
帳、印かんが必要です。診療月の約３か月後の月末に支給されます。

※ただし、医療機関や審査機関との調整等で勧奨通知の送付や支給
が遅れる場合があります。
※診療月の翌月１日から２年を過ぎると時効により支給されません。

（柔道整復は不要）

国保と職場の健康保険の保険証
（後者が未交付の場合は、入ったことを
証明するもの）

他の市区町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

外国籍の人が入るとき

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に入ったとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の加入者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

※義務教育就学前とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までです。

　７０歳未満の人は「①限度額適用認定証」、７０歳以上７５歳未満の人は
「②保険証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口で提示することにより、１
か月の支払いが自己負担限度額までになります。
　７０歳以上７５歳未満の人で、市民税・県民税均等割非課税の世帯は、さ
らに自己負担額が減額になる「③限度額適用・標準負担額減額認定証」の申
請をしてください。
　①と③は申請月の初日から有効です。医療費が高額になることが予想さ
れる場合は事前に保険年金課窓口で申請してください。
　ただし、次の場合はいったん窓口での支払いが生じます。

・①２万１０００円以上を支払った医療機関が複数
　あり、合算金額が限度額を超える場合
・②③１医療機関で限度額を超えない場合
　なお、上記の際に合算して限度額を超えた場合には
受診月から約３か月後に支給勧奨通知を送付します。
※①は国民健康保険税を滞納していると交付されませ
ん。保険年金課へ相談してください。
※７０歳以上７５歳未満の人の場合、③の申請が必要となるのは、非課税世
帯（低所得者Ⅱ・Ⅰ）の人のみです。現役並み・一般区分の人は、保険証兼
高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額までの支払
いになりますので、限度額適用認定証の申請は不要です。

限度額
適用
認定証

「限度額適用認定証」と「保険証兼高齢受給者証」
で高額な医療費の窓口負担を軽減

医療費が高額になったとき（高額療養費の支給）

亡くなったとき（葬祭費の支給）

一　　　般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

1万2000円
8000円
8000円

4万4400円
2万4600円
1万5000円

国保で受けられる給付 安心してお医者さんにかかれる制度や
健康づくりを応援する制度があります

申 請 方 法

※1・4回目以降とは、過去１２か月以内に高額療養費の支給が４回以上あ
る場合の４回目以降の限度額です。
※2　1年間（平成29年8月～平成30年7月）の外来の自己負担限度額の
合計額に、年間14万4000円の上限が設けられます。

所得区分について
○上位所得者（ア・イ）
　すべての国保被保険者の基準総所得額の合計が６００万円を超える世帯。
　また、所得を申告していない人がいる世帯も上位所得とみなされます。
○現役並み所得者
　同一世帯に市民税・県民税課税所得１４５万円以上の７０歳以上７５歳未
満の国保被保険者がいる世帯。
　ただし、収入額等によっては「一般」の区分になります。
○市民税・県民税均等割非課税世帯（オ）
　同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が市民税・県民税均等割非課
税の世帯。
○低所得者Ⅱ
　７０歳以上７５歳未満で、同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が
市民税・県民税均等割非課税の世帯（低所得者Ⅰ以外）。
○低所得者Ⅰ
　７０歳以上７５歳未満で、同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が市
民税・県民税均等割非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金収
入は控除額を８０万として計算）を差し引いたときに０円となる世帯。
○一般世帯（ウ、エ、一般）
　上記以外の世帯。
※基準総所得額とは…
　総所得金額（給与所得や事業所得等の合計金額）、土地の譲渡等にかか
る所得から、基礎控除額（３３万円）を引いた金額です。
※擬制世帯主とは…
　国保被保険者ではない世帯主。

●７０歳以上７５歳未満の人の場合
①医療機関の区別なく合算
②外来は個人ごと、入院を含む場合は世帯で合算

計算方法の注意点
①１か月ごとの計算です。
②入院中の差額ベッド代、食事代、保険適用
外の医療行為は対象外です。
③７０歳未満の人と７０歳以上７５歳未満の人
が同じ世帯の場合でも、合算できます。

申請に
必要な
もの

　被保険者が出産したときに支給されます。原則として国保から医療機関
に直接支払われます（直接支払制度※・受取代理制度※）。妊娠８５日以降
であれば死産・流産でも支給されます。支給額は４２万円（または４０万４
０００円）です。なお、出産の翌日から２年を過ぎると支給されません。
※上記制度を利用しない、または利用しても出産費用が出産育児一時金を
下回った場合は、申請により出産育児一時金の全額または差額が世帯主
に支給されます。

※柔道整復は急性または亜急性の外傷性の打撲・ねんざ・挫傷（肉ばなれ
等）、骨折・脱臼（応急処置および医師の同意を得ているもの）に限ります。

・保険証・世帯主の印かん・個人番号のわかるもの（通知カー
ド・個人番号カード）・本人確認書類（運転免許証・パスポ
ート等）※平成28年以降に転入した人は課税（非課税）証
明書があるとすみやかに手続きができます。

【平成29年7月まで】

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

現役並み
所 得 者

8万 100円＋
（医療費の総額－26万7000円）×1％
※1　4回目以降　4万4400円

所得区分

5万7600円

一　　　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

1万4000円
※2　（年額上限14万4000円）

8000円
8000円

5万7600円
※1　4回目以降　4万4400円

2万4600円
1万5000円

【平成29年8月～30年7月まで】

（昭和19年4月1日以前に生まれた
人は、特例により1割）



　以下の要件をすべて満たす被保険者に対して、
人間ドック・脳ドックのいずれかの検査料を1年度
に１回助成します。金額は消費税抜き検査料の７
割（１００円未満切り捨て、上限２万円）です。なお、
受診日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

助成要件
・受診日現在で草加市国保に１年以上継続して加入している満３５歳以上の人
・申請日現在で保険税を完納している世帯の人

国民健康保険特集号　平成29年5月5日号……32……平成29年5月5日号　国民健康保険特集号

同じ月内の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えて支払った分が高額療養費として支給されます。
該当した世帯には、診療月の約３か月後に支給勧奨通知を送付します。

問い合わせ先　保険年金課保険給付係 ☎922・1593　FAX922・3178申請に必要なもの

　下表のような場合は申請し、審査で決定すれば自己負担分などを除いた
額が払い戻されます。なお、支払った日の翌日から２年を過ぎると支給さ
れません。

いったん全額自己負担したとき（療養費の支給）

出産したとき（出産育児一時金の支給）

申請に必要なもの
主な例

診療内容
の明細書

医師の診断書
（同意書）

出入国日が確認できる
もの（パスポート等）

急病などでやむを得ず保険証を持た
ずに治療を受けたとき

コルセットなどの治療用装具を購入
したとき
自費で柔道整復師・はりきゅう・
マッサージの施術を受けたとき

国外で診療を受けたとき（治療目的
の渡航を除く）※外国語のものは日本語訳も添付

交通事故にあったとき
　交通事故など、第三者（加害者）の行為でけがをした場合でも、届け出
をすれば国保が使えます（ただし、仕事中や通勤途中を除く）。なお、届
け出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保
が使えなくなります。国保を使う場合は、必ず事前に相談してください。

・保険証　・世帯主の預貯金通帳
・領収書（または出産費用明細書等）
・直接支払制度利用確認書（国内出産の場合）

申請に必要なもの
・保険証
・喪主の預貯金通帳
・葬儀の領収書等（亡くなった人と喪主が別世帯の場合のみ）

申請に必要なもの

人間ドック・脳ドックを受診したとき

・保険証　・世帯主の預貯金通帳　・人間（脳）
ドックと検査した人の氏名が記載された領収書

申請に必要な
もの（共通）

・保険証・領収証・世帯主の印かん・世帯主の預貯金通帳
・個人番号のわかるもの（通知カード・個人番号カード等）
・本人確認書類（運転免許証・パスポート等）

　被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人（喪主）に葬祭費５万円が
支給されます。なお、葬儀をした日の翌日から２年を過ぎると支給されま
せん。

●７０歳未満の人の場合
①各医療機関ごとに別計算
②同じ医療機関でも、外来と入院は別計算
③２万１０００円以上支払った医療機関が複数ある場合は合算

　医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担で医療を受ける
ことができます。

　市役所保険年金課、またはサービスセンターで手続きが必要です。
　本人確認書類（運転免許証・パスポート等）と、個人番号のわかるもの（通
知カード・個人番号カード等）を用意のうえ、次の表で該当するものと併せ
て届け出をしてください。

　国保は世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付など
を行います。保険証は、世帯の一人ひとりに対して交付されます。

国保の加入は世帯ごとです

　届け出が出されるまでは国保に入っているとみなされ、職場の健康保険
の保険料と二重に納めてしまうこともあります。

やめる届け出が遅れると…

自己負担限度額（月額）　※歴月（月の１日～末日）ごとの計算

　保険税は、届け出をした月からではなく、国保に入らなければならない
月から課税されます。届け出が遅れると、その時点までさかのぼって納め
ることになります。

入る届け出が遅れると…

　保険証（７０歳以上７５歳未満の人は「保険証兼高齢受給者証」）は、毎年
8月1日に更新されます。そのため、新しい保険証（保険証兼高齢受給者
証）を、7月下旬に郵送します。

保険証・高齢受給者証の更新

　７０歳なると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。７０歳以
上７５歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「保
険証兼高齢受給者証」を郵送します。毎年８月に前年中の所得などに応じ
て、自己負担割合を見直します。
※草加市では、保険証と高齢受給者証は一体化しています（平成26年8月
より実施）。

70歳以上75歳未満の人

国保に入るとき・やめるとき お医者さんにかかるとき

こんなとき

国
保
に
入
る
と
き

国
保
を
や
め
る
と
き

届け出に必要なもの
他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめた証明書

被扶養者でなくなった証明書

保険証、出生を証明するもの

保護廃止決定通知書

在留カード、パスポート

保険証

保険証、死亡を証明するもの

保険証、保護開始決定通知書

その他、こんなときは届け出が必要です。
　（例）・住所や氏名が変わったとき

　・保険証を失くしたり、汚れて使えなくなったとき

義務教育
就学前まで

義務教育就学後
70歳未満

70歳以上
75歳未満

2割

3割

2割

3割現役並みの所得者は

ア

イ

ウ

エ

オ

所得区分 ３回目まで ※４回目以降

14万 100円

9万3000円

4万4400円

4万4400円

2万4600円

25万2600円＋
（医療費の総額－84万2000円）×1％

16万7400円＋
（医療費の総額－55万8000円）×1％

　8万 100円＋
（医療費の総額－26万7000円）×1％

5万7600円

3万5400円

基準総所得額
901万円超または未申告者

基準総所得額
600万円超～901万円以下

基準総所得額
210万円超～600万円以下

基準総所得額210万円以下

市県民税均等割非課税世帯

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

現役並み
所 得 者

8万 100円＋
（医療費の総額－26万7000円）×1％
※1　4回目以降　4万4400円

所得区分

4万4400円

（１）高額療養費支給勧奨通知に同封する申請書を提出。
　該当した世帯には、診療月の約３か月後に支給勧奨通知を郵送
しますので、申請書を郵送または窓口に提出してください。
　申請した月の翌月末に支給されます。

（２）高額療養費事前申請書と領収書を提出。
　事前申請には、医療機関に支払った領収書、世帯主の預貯金通
帳、印かんが必要です。診療月の約３か月後の月末に支給されます。

※ただし、医療機関や審査機関との調整等で勧奨通知の送付や支給
が遅れる場合があります。
※診療月の翌月１日から２年を過ぎると時効により支給されません。

（柔道整復は不要）

国保と職場の健康保険の保険証
（後者が未交付の場合は、入ったことを
証明するもの）

他の市区町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

外国籍の人が入るとき

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に入ったとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の加入者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

※義務教育就学前とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までです。

　７０歳未満の人は「①限度額適用認定証」、７０歳以上７５歳未満の人は
「②保険証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口で提示することにより、１
か月の支払いが自己負担限度額までになります。
　７０歳以上７５歳未満の人で、市民税・県民税均等割非課税の世帯は、さ
らに自己負担額が減額になる「③限度額適用・標準負担額減額認定証」の申
請をしてください。
　①と③は申請月の初日から有効です。医療費が高額になることが予想さ
れる場合は事前に保険年金課窓口で申請してください。
　ただし、次の場合はいったん窓口での支払いが生じます。

・①２万１０００円以上を支払った医療機関が複数
　あり、合算金額が限度額を超える場合
・②③１医療機関で限度額を超えない場合
　なお、上記の際に合算して限度額を超えた場合には
受診月から約３か月後に支給勧奨通知を送付します。
※①は国民健康保険税を滞納していると交付されませ
ん。保険年金課へ相談してください。
※７０歳以上７５歳未満の人の場合、③の申請が必要となるのは、非課税世
帯（低所得者Ⅱ・Ⅰ）の人のみです。現役並み・一般区分の人は、保険証兼
高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額までの支払
いになりますので、限度額適用認定証の申請は不要です。

限度額
適用
認定証

「限度額適用認定証」と「保険証兼高齢受給者証」
で高額な医療費の窓口負担を軽減

医療費が高額になったとき（高額療養費の支給）

亡くなったとき（葬祭費の支給）

一　　　般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

1万2000円
8000円
8000円

4万4400円
2万4600円
1万5000円

国保で受けられる給付 安心してお医者さんにかかれる制度や
健康づくりを応援する制度があります

申 請 方 法

※1・4回目以降とは、過去１２か月以内に高額療養費の支給が４回以上あ
る場合の４回目以降の限度額です。
※2　1年間（平成29年8月～平成30年7月）の外来の自己負担限度額の
合計額に、年間14万4000円の上限が設けられます。

所得区分について
○上位所得者（ア・イ）
　すべての国保被保険者の基準総所得額の合計が６００万円を超える世帯。
　また、所得を申告していない人がいる世帯も上位所得とみなされます。
○現役並み所得者
　同一世帯に市民税・県民税課税所得１４５万円以上の７０歳以上７５歳未
満の国保被保険者がいる世帯。
　ただし、収入額等によっては「一般」の区分になります。
○市民税・県民税均等割非課税世帯（オ）
　同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が市民税・県民税均等割非課
税の世帯。
○低所得者Ⅱ
　７０歳以上７５歳未満で、同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が
市民税・県民税均等割非課税の世帯（低所得者Ⅰ以外）。
○低所得者Ⅰ
　７０歳以上７５歳未満で、同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が市
民税・県民税均等割非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金収
入は控除額を８０万として計算）を差し引いたときに０円となる世帯。
○一般世帯（ウ、エ、一般）
　上記以外の世帯。
※基準総所得額とは…
　総所得金額（給与所得や事業所得等の合計金額）、土地の譲渡等にかか
る所得から、基礎控除額（３３万円）を引いた金額です。
※擬制世帯主とは…
　国保被保険者ではない世帯主。

●７０歳以上７５歳未満の人の場合
①医療機関の区別なく合算
②外来は個人ごと、入院を含む場合は世帯で合算

計算方法の注意点
①１か月ごとの計算です。
②入院中の差額ベッド代、食事代、保険適用
外の医療行為は対象外です。
③７０歳未満の人と７０歳以上７５歳未満の人
が同じ世帯の場合でも、合算できます。

申請に
必要な
もの

　被保険者が出産したときに支給されます。原則として国保から医療機関
に直接支払われます（直接支払制度※・受取代理制度※）。妊娠８５日以降
であれば死産・流産でも支給されます。支給額は４２万円（または４０万４
０００円）です。なお、出産の翌日から２年を過ぎると支給されません。
※上記制度を利用しない、または利用しても出産費用が出産育児一時金を
下回った場合は、申請により出産育児一時金の全額または差額が世帯主
に支給されます。

※柔道整復は急性または亜急性の外傷性の打撲・ねんざ・挫傷（肉ばなれ
等）、骨折・脱臼（応急処置および医師の同意を得ているもの）に限ります。

・保険証・世帯主の印かん・個人番号のわかるもの（通知カー
ド・個人番号カード）・本人確認書類（運転免許証・パスポ
ート等）※平成28年以降に転入した人は課税（非課税）証
明書があるとすみやかに手続きができます。

【平成29年7月まで】

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）

現役並み
所 得 者

8万 100円＋
（医療費の総額－26万7000円）×1％
※1　4回目以降　4万4400円

所得区分

5万7600円

一　　　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

1万4000円
※2　（年額上限14万4000円）

8000円
8000円

5万7600円
※1　4回目以降　4万4400円

2万4600円
1万5000円

【平成29年8月～30年7月まで】

（昭和19年4月1日以前に生まれた
人は、特例により1割）



4……国民健康保険特集号　平成29年5月5日号

平成29年度の国民健康保険税（保険税）は次のとおりです。
〈保険税の決まり方〉①所得割額 ＋ ②均等割額 ＝ １年間の保険税額（１００円未満切り捨て）

※ 所得割額欄に記載の基準総所得金額とは、平成２８年中の総所得金額から基礎控除３３万円を差し引いた金額です。
※ 均等割額欄に記載の金額は、一人あたりの基本税額です。
※ 平成２８年度以前については、算定の方法等が上記とは異なります。

医療費の一部負担金の
支払いが困難なとき

　震災、風水害、その他特別の事情
により、医療費の一部負担金の支
払いが困難なときは、申請により減
免が認められることがあります。

保険税を納めるのが困難なとき

　保険税の納付が困難なときは、納付方法の
相談を市役所納税課で受け付けています。ま
た、災害、その他の特別の事情がある場合、市
役所保険年金課での申請により保険税の減
免が認められることがあります。

問い合わせ先  保険年金課保険税係 ☎922・1592　FAX922・3178

ご 相 談 く だ さ い

保　険　税　の　納　め　方

　保険税の納付を口座振替にすると、払い込みに行く手間が省け、納め忘
れもありません。また、一度手続すれば翌年度以降も自動的に更新される
ので便利です。
　市役所保険年金課及びサービスセンターでは、キャッシュカードで簡単
に申し込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を実施していま
す。ぜひ利用してください。
手続きに必要なもの
来庁者本人のキャッシュカード・本人確認ができるもの

※一部、利用できない金融機関やキャッシュカードがあります。
※納税通知書についている口座振替依頼書を使用する場合は、預金通帳・通帳
の届出印を持参して、金融機関へ申し込んでください。

保険税の納付は口座振替が便利です！

　会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した人（雇用保険の特
定受給資格者および特定理由離職者に限る）の保険税は、離職日の翌日
の属する月から翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30とみ
なして計算します。
対象者
　①離職時の年齢が65歳未満
　②雇用保険の特定受給資格者 または 特定理由離職者
　（離職理由コード：11・12・21・22・23・31・32・33・34）

※軽減を受けるためには、申請が必要です。雇用保険受給資格者証を持参のう
え手続きしてください。

特例対象被保険者（非自発的失業者）

保険税は、国保の資格が発生した月の分から納めます　
　加入の届出が遅れると、その時点までさかのぼって納める必要がありま
す。さかのぼって納める際は、一括納付になることもあります。
保険税を納める義務は世帯主にあります
　世帯主本人が国保に加入していなくても、世帯の中に被保険者が一人で
もいれば、納税通知書は世帯主あてに送付されます。
　保険税は通常、年間税額を９期（６月から翌年２月まで）に分割して納
めますが、年度の途中で加入の届出があった場合は、残りの期別で納める
ことになります。

納付書または口座振替（普通徴収）

※納付書は、期限内であればコンビニエンスストアでも利用できます。
※口座振替による納付については、下段を参照してください。

届出の時期
平成29年５月中　　
　または既に加入中

平成29年６月以降

納税通知書の送付時期

平成29年６月中旬

届け出をした翌月中旬

納付期別

９期

納税通知書発送月　　　　 
～平成30年２月までの各期

※５割軽減の判定所得は、33万円に被保険者１人につき27万円を加算します。
※２割軽減の判定所得は、33万円に被保険者１人につき49万円を加算します。
※平成２８年度以前については、判定所得等が上記とは異なります。

　世帯主と被保険者の平成28年中の総所得金額の合計が、一定基準以下
である場合は、均等割額が軽減されます（所得未申告の人がいると、軽
減の適用ができません）。

保　険　税　の　軽　減
所得の少ない世帯

被保険者 1人

被保険者 2人

被保険者 3人

7割軽減

33万円以下

5割軽減

60万円以下

87万円以下

114万円以下

2割軽減

82万円以下

131万円以下

180万円以下

① 所得割額

② 均等割額

賦課限度額

医療給付費分
（０～７４歳の人）

基準総所得金額×７．７％

２万３８００円

５2万円

後期高齢者支援金分
（０～７４歳の人）

基準総所得金額×１．８％

６０００円

１７万円

介護納付金分
（４０歳～６４歳の人）

基準総所得金額×１．５％

６４００円

１６万円

賦課限度額合計

８５万円

　対象者が後期高齢者医療制度に移行した時点で、その被扶養者となっ
ていた人が65歳以上の場合、次のとおり軽減されます。

社保から後期高齢者医療制度に移行する世帯

軽減対象

所得割額

均等割額

軽減内容

負担はありません

２分の１（均等割額軽減なし又は２割軽減の世帯のみ）

※この軽減を受けるためには、申請が必要です。

　年６回の年金支給の際に、受給額からあらかじめ徴収されます。
対象者
　次の条件をすべて満たす世帯の、世帯主
　①世帯主を含む国保被保険者全員が65歳以上75歳未満
②特別徴収の対象となる年金（老齢・退職など）の支給額が、年額18万
円以上で、保険税と介護保険料の合計額が年金額の２分の１を超えて
いない

※老齢厚生年金は特別徴収の対象
となりません。
※上記にあてはまらない場合や、
世帯主が７５歳を迎える年度
は、普通徴収になります。
※年金引落しの世帯でも、保険税
の滞納がなければ、申出により
口座振替による納付に変更が可
能です。

年金からの引落し（特別徴収）

年金から
引落し

特別徴収の対象となる年金
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